
   

１．件名：九州電力株式会社玄海原子力発電所の現地確認 

２．日時：令和２年２月１９日（水）９時００分～１５時３０分 

３．場所：九州電力株式会社玄海原子力発電所  

４．出席者 

  原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門 

藤森安全管理調査官、塚部管理官補佐、立元保安規定二係長 

 

九州電力株式会社 

玄海原子力発電所 発電所長 他４０名 

 

５．要旨 

令和元年９月３日に申請のあった、玄海原子力発電所２号炉廃止措置計画認可

申請及び１号炉廃止措置計画変更認可申請、令和元年９月２７日に申請（令和元年

１２月１７日及び令和２年１月１７日付け一部補正）のあった、玄海原子力発電所

原子炉施設保安規定変更認可申請の内容について、主に以下に掲げる項目の社内

規程、記録等の確認を行った。 

・炉心に燃料が装荷されていないこと 

・使用済燃料ピットの燃料配置 

・電源機能喪失時等における保全のための活動に必要な体制等 

・１号炉の廃止措置の作業状況及び３，４号炉への影響 

・維持管理設備及びその他自ら定める設備に係る点検、補修 

 

その他、２号炉使用済燃料ピット、１，２号炉中央制御室、１号炉原子炉格納容

器、１号タービン建屋等について、現地で確認した。 

 

６．その他 

特になし 


